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令和３年度社会福祉法人指導監査の実施状況 

 

法人名・施設名 社会福祉法人中部福祉会 

監査の種類 社会福祉法人指導監査 

監査実施日 令和３年１１月２４日 

実地・書面の別 実地 

監査担当課 鳥取県福祉保健部 ささえあい福祉局 福祉監査指導課 

 

総評 

(１) 役員等及び利害関係人への贈答品の提供は厳に慎むこと。 

(２) 理事との利益相反取引について、早急に理事会で当該取引の承認の可否につ

いて決議すること。 

 

文書指摘事項 是正・改善状況報告 

１ 令和２年度の理事会は全て決議の省略によ

ったため、理事長の理事会への職務の執行の状

況報告（以下「職務執行状況報告」という。）

が行われていなかった。 

職務執行状況報告は、その重要性に鑑み、理

事及び監事の全員にその内容を通知したとし

ても省略できないものであるから、実際に理事

会を開催した上で、毎会計年度に４月を超える

間隔で２回以上職務執行状況報告を行うこと。 

（法第45条の14第９項において準用する 

一般法第98条、法第45条の16第３項、 

定款第17条第３項） 

令和２年度は、新型コロナウ

イルス感染症の拡大防止のた

め、やむを得ず理事会の決議を

省略した。 

令和３年度は、６月理事会で

職務執行状況報告をし、次回３

月理事会で２回目を行う予定。 

実際に理事会を開催した上

で、毎会計年度に４月を超える

間隔で２回以上職務執行状況報

告を行う。 

２ 特定の理事(Ａ理事及びＢ理事)及び利害関

係人に贈答品を提供していた。 

評議員、理事及び監事（以下「役員等」とい

う。）の報酬は規程に基づき勤務実態に即して

支給するものであって、規程によらない役員等

への贈答品の提供は、利益供与に該当するとと

もに、役員等の理事長その他業務執行者に対す

る監督機能について心理的な影響や馴れ合い

につながるおそれがあり、不適切である。 

また、社会福祉法人は、公益性が高い法人と

して公費の投入や税制優遇を受けていること

から、法人の資金使途は透明性が求められると

ころである。 

ついては、役員等及び利害関係人への贈答品

の提供は、厳に慎むこと。 

（法第27条、定款第８条、第21条） 

役員等への報酬は規程に基づ

き勤務実態に即して支給するこ

とを厳守し、役員等及び利害関

係人への贈答品の提供は、厳に

慎む。 

３ Ｂ理事が経営する会社と人材教育に係るコ

ンサルティング業務委託契約を締結している

が、Ｂ理事の就任日をもって利益相反取引を行

っている状態である。 

理事会（令和３年12月29日）

において当該利益相反取引の承

認を決議した。 

また、Ｂ理事が理事として負
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ついては、早急に理事会において当該利益相

反取引の承認の可否について決議すること。 

なお、理事会で当該利益相反取引を承認した

場合、Ｂ理事が理事として負うべき職務上の義

務と委託業務内容の一部が重複していると思

われるので、契約内容の見直しを行うこと。 

（法第45条の16第４項において準用する 

一般法第84条第１項） 

おって、当該会社と随意契約しなければなら

ない理由が不明確であるので、理事会で当該利

益相反取引を承認した場合、次期契約更新にお

いては、随意契約をする理由を明らかにした上

で契約更新の要否を決定すること。 

（入札通知１(３)） 

うべき職務上の義務と人材教育

に関するコンサルティング委託

業務内容の重複している一部契

約内容を見直し、業務委託契約

を締結し直す予定。 

当該コンサルティング業務委

託契約の時期契約更新において

は、随意契約をする理由を明ら

かにした上で契約更新の要否を

決定する。 

 


